
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 請負についての入札公告

国立大学法人大阪大学において、 次のと おり 一般競争入札に付し ま す。

１ ． 調達内容
　 　 （ １ ） 請負件名　 　 　 大阪大学レ ーザー科学研究所実験設備維持運転管理業務　 一式
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 仕様書のと おり ） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　 　 （ ２ ） 契約期間　 　 　 ２ ０ ２ ４ 年４ 月１ 日から ２ ０ ２ ５ 年３ 月３ １ 日ま で
　 　 （ ３ ） 納入場所　 　 　 国立大学法人大阪大学レ ーザー科学研究所
　 　 （ ４ ） 入札方法　 　 　
　 　 　 　 　 　 落札決定に当たっ ては、 入札書に記載さ れた金額に当該金額の１ ０ パーセン
　 　 　 　 　 　 ト に相当する 額を 加算し た金額（ 当該金額に１ 円未満の端数がある と き は、
　 　 　 　 　 　 その端数金額を切り 捨てる も のと する 。 ） を も って落札価格と する ので、
　 　 　 　 　 　 入札者は、 消費税及び地方消費税に係る 課税事業者である か免税事業者で
　 　 　 　 　 　 ある かを問わず、 見積も った契約金額の１ １ ０ 分の１ ０ ０ に相当する 金額
　 　 　 　 　 　 を 入札書に記載する こ と 。

２ ． 競争参加資格
　 　 （ １ ） 国立大学法人大阪大学契約規則第７ 条及び第８ 条の規定に該当し ない者であ
　 　 　 　 　 る こ と 。
　 　 （ ２ ） 国の競争参加資格（ 全省庁統一資格） 又は、 国立大学法人大阪大学の競争参
　 　 　 　 　 加資格のいずれかにおいて、 令和６ 年度に近畿地域の「 役務の提供等」 のＡ 、
　 　 　 　 　 Ｂ 、 Ｃ 、 又はＤ 等級に格付けさ れている 者である こ と 。
　 　 （ ３ ） 過去３ 年間に大学等研究関係施設で、 業務従事者が１ ４ 名以上の大型レ ーザー
　 　 　 　 　 関係の実験設備維持運転管理契約を 継続し て１ ２ ヶ 月以上行った実績を 有する
　 　 　 　 　 こ と を証明し た者である こ と 。

３ ． 競争執行の場所等
　 　 （ １ ） 契約条項を示す場所、 国立大学法人大阪大学競争入札加入者心得及び仕様書
　 　 　 　 　 の交付場所並びに問合せ先
　 　 　 　 　 　 〒５ ６ ５ －０ ８ ７ １ 　 吹田市山田丘２ 番６ 号  
　 　 　 　 　 　 国立大学法人大阪大学レ ーザー科学研究所　 会計係
　 　 　 　 　 　 電話　 ０ ６ －６ ８ ７ ９ －８ ７ １ ２
　 　 （ ２ ） 国立大学法人大阪大学競争入札加入者心得及び仕様書の交付方法
　 　 　 　 　 　 本公告の日から 上記３ （ １ ） の交付場所にて交付する 。
　 　 （ ３ ） 入札説明会の日時及び場所
　 　 　 　 　 　 ２ ０ ２ ４ 年　 ２ 月２ ８ 日　 １ ３ 時３ ０ 分
　 　 　 　 　 　 国立大学法人大阪大学レ ーザー科学研究所　 ３ 階　 大会議室
　 　 （ ４ ） 競争参加資格を 証明する 書類（ 上記２ ） 及び入札書の受領期限並びに提出場所
　 　 　 　 　 　 ２ ０ ２ ４ 年　 ３ 月　 １ １ 日　 １ ７ 時１ ５ 分
　 　 　 　 　 　 （ 郵便又は宅配便によ り 提出する 場合には受領期限ま でに必着のこ と 。 ）
　 　 　 　 　 　 国立大学法人大阪大学レ ーザー科学研究所　 会計係
　 　 （ ５ ） 開札の日時及び場所
　 　 　 　 　 　 ２ ０ ２ ４ 年　 ３ 月１ ２ 日　 １ ３ 時３ ０ 分
　 　 　 　 　 　 国立大学法人大阪大学レ ーザー科学研究所　 ３ 階　 大会議室

４ ． その他
　 　 （ １ ） 入札保証金及び契約保証金　   免除
　 　 　 　 　 　 ただし 、 落札者が契約の締結をし ないと き は、 違約金と し て落札金額の
　 　 　 　 　 　 １ ０ ０ 分の５ に相当する 金額を大阪大学に支払わなければなら ない。
　 　 （ ２ ） 入札の無効
　 　 　 　 　 　 本公告に示し た競争参加資格のない者の提出し た入札書、 入札者に求めら
　 　 　 　 　 　 れる 義務を 履行し なかっ た者の提出し た入札書、 その他国立大学法人大阪
　 　 　 　 　 　 大学契約規則第２ ２ 条第１ 項各号に掲げる 入札書は無効と する 。
　 　 （ ３ ） 契約書作成の要否　   要
　 　 （ ４ ） 落札者の決定方法
　 　 　 　 　 　 本公告に示し た請負を 履行でき る と 契約権限者が判断し た入札者であって、
　 　 　 　 　 　 国立大学法人大阪大学契約規則第１ ４ 条の規定に基づいて作成さ れた予定



　 　 　 　 　 　 価格の制限の範囲内で最低価格を も って有効な入札を 行っ た入札者を 落札
　 　 　 　 　 　 者と する 。 ただし 、 落札者と なる べき 者の入札価格によ っ ては、 その者に
　 　 　 　 　 　 よ り 契約の内容に適合し た履行がなさ れないおそれがある と 認めら れる と
　 　 　 　 　 　 き 、 又はその者と 契約を 締結する こ と が公正な取引の秩序を乱すこ と と な
　 　 　 　 　 　 る おそれがあって著し く 不適当である と 認めら れる と き は、 予定価格の制
　 　 　 　 　 　 限の範囲内の価格をも っ て入札し た他の者のう ち最低の価格を も って入札
　 　 　 　 　 　 し た者を落札者と する 。
　 　 （ ５ ） 入札書の提出
　 　 　 　 　 　 郵便又は宅配便（ いずれも 配達の記録が残る も のに限る 。 ） によ り 提出す
　 　 　 　 　 　 る 場合は、 二重封書と し 、 表封書に「 ３ 月１ ２ 日開札［ 大阪大学レ ーザー
　 　 　 　 　 　 科学研究所実験設備維持運転管理業務　 一式］ の入札書在中」 と 朱書し 、
　 　 　 　 　 　 中封書の封皮には氏名（ 法人の場合はその名称又は商号） を記載し て、 入
　 　 　 　 　 　 札書の受領期限ま でに送付し なければなら ない。
　 　 （ ６ ） 入札の辞退
　 　 　 　 　 　 上記３ （ ５ ） の開札に立ち会わない競争加入者等については、 再度入札を
　 　 　 　 　 　 辞退し たも のと みなす。
　 　 （ ７ ） その他
　 　 　 　 　 　 詳細は、 国立大学法人大阪大学が定めた「 国立大学法人大阪大学競争入札
　 　 　 　 　 　 加入者心得」 によ る 。
 
 ２ ０ ２ ４ 年　 ２ 月１ ６ 日
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 国立大学法人大阪大学総長　 西尾　 章治郎（ 公印省略）



仕  様  書  

 

Ａ．一 般 事 項 

 １．請 負 の 表 示         大阪大学レーザー科学研究所実験設備維持運転管理業務 一式 

 ２．請 負 の 場 所         吹田市山田丘２番６号 

                    国立大学法人大阪大学レーザー科学研究所 

 ３．契 約 期 間         ２０２４年４月１日～２０２５年３月３１日まで 

４．契 約 事 項         別冊の国立大学法人大阪大学が定めた製造請負契約基準を準用するものとする。 

 ５．請負代金の支払 毎月の業務の完了確認後、当該月の翌々月末までに支払うものとする。 

 ６. 請 負 の 範 囲 国立大学法人大阪大学レーザー科学研究所（以下「本研究所」という。）におい

て、本仕様書に明記する業務を行うものとする。 

 

Ｂ．共 通 事 項 

 １．目   的 

     本請負は、本仕様書・別紙作業実施要領及び図面の作業項目について、受注者の責任において、本

研究所の実験設備の維持運転管理業務を行うものとする。 

２．関係装置名称 

 ・核融合プラズマ計測装置（以下「装置Ａ」という。） 

 ・激光ＸⅡ号ガラスレーザー装置（以下「装置Ｂ」という。） 

 ・光源開発用光増幅装置（以下「装置Ｃ」という。） 

 ３．技術者の届出等 

   (１) 受注者は、業務に従事させる技術者の名簿（うち総括責任者１名、責任者６名及び副責任者２名

を選出）を発注者に届け出るものとする。 

(２) 受注者は、請負に関する知識及び技能を有する技術者を従事させるものとする。本請負では複数

のレーザー装置や核融合実験に密接に関連する業務を行うため、作業に従事する技術者の半数以上が

２年以上の実務経験を有すること。 

①総括責任者は、責任者としての業務に加え、装置別の責任者を統括する。総括責任者は、レーザー

装置を用いた経験１０年以上と理学もしくは工学の修士の学位又はそれと同等と判断される科学技術

に対する広い知見を有すること。 

②責任者は、特に作業内容に関する高度な技術、技能及び知識と実務経験５年以上を有すること。  

③副責任者は、作業内容に関する高度な技術、技能及び知識と実務経験４年以上を有し、責任者不在

時に、責任者と同等もしくは代行できる能力を有すること。 

  (３) 業務の体系 

   ①総括責任者は責任者の業務（下記②の通り）に加え、下記の業務を行う。 

   ・業務全般と装置運用の全体を見渡し、各作業責任者の立案する作業計画の確認と修正 

   ・各装置間の連携が必要なパラメーターや事項・関連運用箇所の選定、ショットに必要な設定の指    

    示 

   ・中長期的な視野で運用に必要な準備作業の検討、その準備の指示    

②責任者は下記の業務を行うものとする。 

   ・作業内容と作業工程の割り振りの計画立案 

   ・日々の作業内容の指示及び監督 

   ・日々の作業終了の確認及び作業日報又は作業週報の作成並びに連絡調整等    

③副責任者は技術者としての一般的な業務に加え、必要時に責任者に代わり下記の業務を行うものと

する。 

   ・作業内容と作業工程の割り振りの計画立案補佐 

   ・日々の作業内容の指示及び監督 

   ・日々の作業終了の確認及び作業日報又は作業週報の作成並びに連絡調整等の補佐 



  (４) 統括責任者は、装置Ｃに配置するものとする。 

   責任者は、ペレットファクトリー・光学技術室・装置Ａ・装置Ｂ・装置Ｃの各部署に配置するも

のとする。 

    副責任者は、装置Ａ及び装置Ｃに配置するものとする。 

  なお、装置Ｂ・装置Ｃのレーザーショット時（9:00～21:00）には、常に責任者（総括責任者も

しくは副責任者でも可）を配置するものとする。 

  (５) 受注者は、何らかの事情により、技術者を変更しようとする場合は、技術者交替届を発注者に届

け出るものとする。 

 （６）遠隔での業務遂行が可能な作業者については、発注者と受注者が協議の上で、在宅勤務を認める

ことができる。勤務状況の確認は受注者の責任で行うこと。 

 ４．請負条件 

  (１) 業務は、原則として発注者の勤務時間内（9:00～21:00）に行うものとし、シフト勤務予定につ

いては本研究所より別途事前に連絡するものとする。 

  ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日、夏季一斉休業（８月１３日から１５日まで）、年末年始

（１２月２９日から翌１月３日まで）を除くものとする。 

    なお、事故発生等により特別の事由がある場合はこの限りでない。  

 (２) 受注者は、過去３年間に大学等研究関係施設で、業務従事者が１４名以上の大型レーザー関係の

実験設備維持運転管理契約を継続して１２ヶ月以上行った実績を有すること。 

 ５．受注者の責務等 

  (１) 受注者は、原則として発注者の作成する作業計画表に基づいて、業務を行うものとする。 

  (２) 技術者は、作業を行うに際し、実験設備に異常又は故障等を発見したときは、直ちに本研究所監

督職員に報告するものとする。 

  (３) 受注者は、業務を行った全ての日について作業報告書を提出するものとする。 

  この作業報告書には、次の事項について明確に記入するものとする。 

   ア 業務年月日 

   イ 業務作業において発見した項目の異常又は故障等の有無及びその措置 

   ウ 各技術者の署名 

   この報告書は、各技術者の責任者が本研究所監督職員に確認を受けた後、押印のうえ、本研究所

検収職員の検収を受け、本研究所会計係に提出するものとする。 

  (４) 受注者及び技術者は、発注者の管理上の諸規定に従う他、詳細は発注者との協議事項に従うもの 

とする。 

  (５) 放射線管理区域への出入りについては、放射線取扱主任者又は同補佐の許可に基づいて行うもの 

とする。 

  (６) 放射線管理区域への出入りの際は、「フィルムバッチ」を必ず着用することとし、その費用は受

注者において負担するものとする。 

  (７) 受注者及び技術者は、業務上知り得た事項を第三者に漏洩し、又は他の目的に利用してはならな

い。 

  (８) 技術者が、善良な管理者の注意義務をもって請負を行ったにもかかわらず発生した事故について

は、その責を免れるものとする。 

   なお、技術者が故意又は重大な過失により、発注者側の建物・設備等に損傷等を与えた場合

は、受注者が全てその責を負うものとする。 

６．技術者の労務管理 

  (１) 受注者は、技術者の出勤簿を備え、出欠を明らかにするものとする。 

  (２) 受注者は、技術者の福利厚生（健康管理を含む。）及び労働災害（安全管理を含む。）に関する

責を負うものとする。 

  (３) 受注者は、技術者の技能向上・安全教育を徹底させるほか、勤務態度・風紀衛生等について、常

に万全の指導監督をするものとする。 



      

 

Ｃ．附 記 事 項 

 １．受注者が業務を行うに際し、直接必要な光熱水料は、発注者側が負担するものとする。 

 ２．技術者の休憩・休息及び更衣場所は、発注者が提供するものとする。 

 ３．受注者が業務を行うに際し、必要な原材料・消耗品及び治工具類並びに機器等は、発注者が用意す

るものとする。 

 ４．受注者は業務を行うに際し、負傷又は、急病等の事故が発生したときは救急・治療に必要な協力を

発注者に求めることができる。 

 ５．受注者は業務を行うに際し、技術者に常に清潔な制服を着用させるものとする。 

 ６．その他細部について、必要な事項が生じたときは、発注者・受注者がその都度協議のうえ処理する

ものとする。 

 

Ｄ．特 記 事 項 

 １．請負の範囲と内容 

(１) 業務内容については、別紙作業実施要領に従って適正に行うものとする。 

(２) 上記(１)の業務の遂行にあたっては、作業実施要領に記載のある本研究所備え付けの資料等（持

ち出し・複製不可）により、業務の理解に努め、正確に作業を遂行しなければならない。 

 ２．請負から除外する範囲 

  (１) 建物設備として、常時専門業者と保安運転管理契約を要するもの。 

  (２) 実験設備及び建物設備として、常時専門業者と保守点検契約を要するもの。 

  (３) 中央監視盤、（本請負業務に関連するものを除く。）電子計算機、制御盤その他雑盤の定期点検

整備及びプログラムの作成・変更を要するもの。ただし、実験用データベースの維持・管理は除く。 

  (４) 軽微な調整、点検、補修を除く営繕工事、移転工事及び改造工事並びに増設工事を要するもの。 

  (５) 階高２ｍ以上の高所作業（標準脚立、伸縮台を使用できないもの。）を要するもの。 

  (６) その他特殊設備で専門的技術を要するもの。 

 ３．非常の際の処置 

  (１) 停電、断水その他の災害が発生した場合は、受注者は、発注者と共に、事故範囲を最小限にとど

めるよう処置し、その処理については適宜業務の補完に努めること。 

  (２) 放射線管理区域において、事故が発生した場合は、直ちに発注者の放射線取扱主任者に通報する

と共に、発注者と共に安全の確保に努めること。 

  (３) その他非常の事態が発生した場合は、発注者の責任者との協議事項に従って適宜業務の補完に努

めること。 

  


